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平成16年の地方公務員法の改正により､ 各地方公共団体は今まで公表してきた職員数や給与の状況に加えて､ 勤務条件などの人事行政の運営状
況全般について公表することが義務付けられました｡ 百石町でも平成17年３月に ｢百石町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例｣ を制定し､
平成17年４月に施行しました｡
これらの公表は､ 町民の皆様に公表することを通じて､人事行政の公平性と透明性を高めることを目的としており､広報紙等で公表していきます｡

� �	������

(平成16年４月２日～平成17年４月１日) (単位：人)

職 種 Ｈ16.４.１
現在 退職者数 採用者数 Ｈ17.４.１

現在
行政職(事務職)等 75 ２ ３ 76
医 師 ４ １ ２ ５
看 護 師 23 ３ 20
保 健 師 ４ ４
医療技術者 ９ ９
栄 養 士 ２ ２
運 転 手 １ １
合 計 118 ６ ５ 117

�� ���������	
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定 年 退 職 勧 奨 退 職 普 通 退 職 出 向 等 計
４ １ １ ６

�� �������	
������� �!��"�

(単位：人)

職 種

受 験 者 数 合 格 者 数
大

卒

短
大
卒

高

卒

大

卒

短
大
卒

高

卒

行政職 (事務職) 44 24 12 ８ ３ ３

� �	��	��
�� #$�%&'

職員の給与は､ 国や他の地方公共団体との均衡に配慮して､ かつ民間の給与や生計費等の調査に基づく人事院勧告等の内容を踏まえなが
ら町議会の審議を経て条例で定められています｡

�� ()*�	
�+,-./0�

区 分 住民基本台帳人口(16年度末) 歳出額(Ａ) 実質収支 人件費(Ｂ) 人件費率(Ｂ/Ａ) (参考)15年度の人件費率

16年度 10,478人 4,183,946千円 81,185千円 670,655千円 16.0％ 16.7％
(注) 人件費には､ 職員の給与費のほか､ 共済費や特別職に対する報酬なども含みます｡

�� ��#$*�	
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区 分 職員数(Ａ)
給 与 費

一人当たり給与費(Ｂ/Ａ)
給 料 職員手当 期末・勤勉手当 計(Ｂ)

16 年 度 67人 264,722千円 30,980千円 109,844千円 405,546千円 6,053千円
(注) １ 職員手当には退職手当を含みません｡

２ 給与費は当初予算に計上された額であり､ 一般職の職員のうち教育長分を除いた額です｡

�� 23�4����#$5678�
町の財政難により､ 管理職員に支給する管理職手当 (給

料月額の６％～20％) の支給率を､ 平成15年度からそれぞ
れ２％引下げ､ 給料月額の４％～18％としています｡

9� :;<=>;?��	
�@�� �!AB�

区 分 ラスパイレス指数
平成11年 97.2
平成16年 94.9

(注) ラスパイレス指数とは､ 国家公務員の給与水準
を100とした場合の地方公務員の給与水準を指す
指数です｡

区分 職員数 16-17年
増減数

主な増減理由
(16-17年)部門 平成16年 平成17年

一般行政
部 門

議 会 2 2

総務企画 22 21 ▲1 人事係の減員

税 務 7 7

民 生 8 8

衛 生 5 6 1 環境衛生係の補充

労 働 0 0

農林水産 8 8

商 工 2 2

土 木 3 4 1 庶務係の補充

小 計 57 58 1
【参考】
類似団体の職員数 87.24

特別行政
部 門

教 育 10 10
【参考】
類似団体の職員数 21.47

公営企業
等 会 計
部 門

病 院 39 37 ▲2 看護師等の退職者不補充
下 水 道 4 4

国民健康保険 5 5

介護保険 4 4

小 計 52 50 ▲2

合 計 119 118 ▲1

【条例定数の合計】 【156】

(注) 職員数は一般職に属する職員数であり､ 教育長を含み､ 臨時・非常勤職員を除いています｡

9� CD�����	
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区 分
20歳
未満

20歳～
23歳

24歳～
27歳

28歳～
31歳

32歳～
35歳

36歳～
39歳

40歳～
43歳

44歳～
47歳

48歳～
51歳

52歳～
55歳

56歳～
59歳

60歳
以上

計

職員数(人) 1 5 10 15 18 8 10 11 11 16 11 2 118

構成比(％) 0.8 4.2 8.5 12.7 15.3 6.8 8.5 9.3 9.3 13.6 9.3 1.7 100

R� ����S�PT�S#U VWX�S#$ V�	
������� �!AB�

職 種 対 象 人 数 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額

行 政 職 66 40.9歳 322,500円
348,045円

344,296円

(参考)
国 － 40.3歳 329,728円 382,092円

青森県 － 43.2歳 353,100円 425,946円

税 務 職 9 37.4歳 299,600円 357,964円

医 師 職 5 47.4歳 545,800円 1,410,400円

医 療 技 術 職 11 39.2歳 289,200円 323,234円

看護・保健職 24 42.3歳 336,700円 383,622円

教 育 職 1 31.3歳 236,400円 280,400円

技能職(運転手) 1 59.9歳 403,600円 406,600円

(注)
１ ｢平均給料月額｣ とは､ 平成17年４月１日現在における

各職種ごとの職員の基本給の平均です｡
２ ｢平均給与月額｣ とは､ 給料月額と毎月支払われる扶養

手当､ 住居手当､ 時間外勤務手当などの諸手当を合計し
たものです｡ このうち､ 行政職の下段は公表されている
国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当､ 特殊勤
務手当等の手当が含まれていないことから､ 比較のため
国家公務員と同じベースで再計算したものです｡
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区 分
百 石 町

初 任 給 ２年後の給料

行 政 職 等
大 学 卒

170,700円 184,400円
(国：170,700円) (国：184,400円)

高 校 卒
138,800円 148,500円

(国：138,800円) (国：148,500円)
医 師 職 大 学 卒 276,900円 307,600円

医 療 技 術 職
大 学 卒 176,600円 189,400円
短大３年卒 165,500円 179,300円

保 健 師
看 護 師

大 学 卒 196,600円 208,200円
短大３年卒 187,300円 202,300円

技能職(運転手) 高 校 卒 131,900円 140,700円

	� 
��������������������

区 分
経験年数
10年

経験年数
15年

経験年数
20年

行 政 職 等
大 学 卒 269,300円 321,100円 382,300円
高 校 卒 213,300円 269,300円 328,500円

医 師 職 大 学 卒 447,200円 517,800円 557,000円

医 療 技 術 職
大 学 卒 268,700円 308,800円 360,000円
短大３年卒 260,400円 301,100円 355,400円

保 健 師 大 学 卒 279,200円 316,200円 366,900円
看 護 師 短大３年卒 271,900円 309,200円 347,600円
技能職(運転手) 高 校 卒 195,400円 226,300円 267,300円

�� �������	
��	��������������������

�� ��
� ����������������

区 分 標準的な職務内容 職員数 構成比
１年前の
構 成 比

５年前の
構 成 比

行

政

職

８級 参事 11人 16.7％ 16.9％ 16.5％

７級 課長､ 室長､副参事 6人 9.1％ 9.2％ 6.9％

６級
課長補佐､総括主幹､
主幹､技監

14人 21.2％ 23.1％ 34.2％

５級
課長補佐､主任主査､
主任技査

3人 4.5％ 6.2％ 9.6％

４級
主査､ 技査

11人 16.7％ 15.4％ 2.7％

３級 11人 16.7％ 15.4％ 15.1％

２級 主事､ 技師 6人 9.1％ 6.2％ 12.3％

１級 主事補､技師補 4人 6.1％ 7.7％ 2.7％

(注)１ 百石町一般職の職員の給与に関する条例に基づく給料表の級区分による
職員数です｡

２ 標準的な職務内容とは､ それぞれの級に該当する代表的な職務です｡
３ 代表的な職種として人数の多い行政職について記載しています｡

区 分 全職種

平 成
16年度

職 員 数 (Ａ) 118人

普通昇給期間 (12～24月) を短縮して昇給した職員数 (Ｂ) 7人

比 率 (Ｂ／Ａ) 5.9％

�� !�"#$%���
昇給期間の短縮とは､ 普通昇給期間 (６月～12月) の経過前に

昇給させるもので､ 勤務成績が特に優秀な職員等に対する特別昇
給の措置です｡

�� "&'()*+'(
期末手当と勤勉手当は､ 民間企業のボーナスに当たる手当です｡

百石町 国
1人当たり平均支給年額
(平成16年度) 1,578千円 －

(平成16年度支給割合)
期末手当 勤勉手当
3.0 月分 1.4 月分
(1.6) 月分 (0.7) 月分

(平成16年度支給割合)
期末手当 勤勉手当
3.0 月分 1.4 月分
(1－.6) 月分 (0.7) 月分

(加算措置の状況)
職制上の加算､ 職務の級等による加算措置
・役職加算 ５～20％
・管理職加算 なし

(加算措置の状況)
職制上の加算､ 職務の級等による加算措置
・役職加算 ５～20％
・管理職加算 10～25％

(注) ( ) 内は､ 再任用職員に係る支給割合です｡
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百 石 町 国

(支給率) 自己都合 勧奨・定年 (支給率) 自己都合 勧奨・定年
勤 続 20 年 21.0 月分 27.3 月分 勤 続 20 年 21.0 月分 27.3 月分
勤 続 25 年 33.75月分 42.1 月分 勤 続 25 年 33.75月分 42.12月分
勤 続 30 年 47.5 月分 59.28月分 勤 続 30 年 47.5 月分 59.28月分
最高限度額 59.28月分 59.28月分 最高限度額 59.28月分 59.28月分
その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

(２％～20％加算) (２％～20％加算)
1人当たり平均支給額

2,057千円 26,470千円

(注)１ 退職手当の支給率は､ 青森県市町村職員退職手当組合の退職手当条例の
規定によるものです｡
２ 退職手当の１人当たり平均支給額は､ 前年度に退職した全職種に係る職
員に支給された平均額です｡

�� -.*/'(�������������
特殊勤務手当は､ 危険又は困難な勤務等､ 特殊な業務に従事す

る職員にその特殊性に応じて支給される手当です｡

区 分 全 職 種

支給実績 (平成16年度普通会計) 252千円

支給職員１人当たり平均支給年額 (平成16年度普通会計) 36,000円

職員全体に占める手当支給職員の割合 (平成16年度) 24.6％

手当の種類 (手当数) ９種類

手当の名称
主な支給
対象職員

主な支給
対象業務

左記職員に対する支給単価

税 務 手 当 税務課職員 税の賦課､ 徴収 月額 3,000円

感染症防疫
作 業 手 当

全職種
感染症の病原体
の付着した物件
の処理等

従事１日当たり200円

用 地 交 渉
手 当

行政職
用地の取得交渉
等

従事１日当たり360円

診 療 手 当 医師
病院における診
療

院 長 月額 1,000,000円
副院長 月額 700,000円
医 長 月額 500,000円
医 員 月額 350,000円

夜 間 看 護
手 当

看護師､
准看護師

病院における深
夜の看護

４時間以上 １回3,200円
２時間以上４時間未満 １回2,800円
２時間未満 １回2,000円

地 域 手 当 医師 百石病院に勤務 月額 20,000円

死 体 処 理
手 当

看護師､
准看護師

死体の処理 1体当たり300円

待 機 手 当

診療放射線
技師､
臨床検査技
師

診療時間外の医
療確保のための
自宅待機

月額 3,000円

手 術 手 当 医師
診療点数
1,000点以上の
手術

診療点数の５％

�� 0#1*/'(�2345�
時間外勤務手当は､ 正規の勤務時間外に勤務を命じられた場合

支給されます｡

平成16年度
支給実績 4,879 千円

職員１人当たり平均支給年額 74 千円

平成15年度
支給実績 6,571 千円

職員１人当たり平均支給年額 98 千円
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手当名 内容及び支給単価
国の制度
との異同

国の制度
と異なる
内容

普通会計
支給実績
(平成16年度)

支給職員１人
当たり平均
支給年額
(平成16年度)

管理職
手 当

管理又は監督の地位にある者に支給
同じ －

5,385
千円

316,765
円給料の６～20％

扶 養
手 当

配偶者や子等､ 扶養親族が有る場合に支給
同じ －

8,289
千円

212,538
円扶養親族１人につき月額5,000～13,500円

住 居
手 当

住宅を所有し､ 又は借り受け
て居住している場合に支給

異なる

(持家の場合)
国：2,500円
(新築後５年
まで)

町：3,000円

3,017
千円

91,424
円

月額3,000円～27,000円

宿日直
手 当

宿直又は日直をした場合に支給
同じ －

0
千円

0
円１回4,200～20,000円

管理職員
特別勤務
手 当

管理又は監督の地位に有る者が､
休日等に勤務した場合に支給 同じ －

0
千円

0
円

１回4,000～12,000円

休 日
勤 務
手 当

祝日又は年末年始の休日に勤
務した場合に支給

同じ －
0

千円
0
円勤務１時間につき給料の125

～150％

夜 勤
手 当

深夜を通常の勤務時間として
割り振られた場合支給 同じ －

0
千円

0
円

勤務１時間につき給料の25％

寒冷地
手 当

勤務先が寒冷地である場合支給
同じ －

5,707
千円

90,300
円月額7,360～17,800円 (11月

から翌年３月まで)

通 勤
手 当

片道２㎞以上を自動車等によ
り勤務する場合支給 異なる

(自家用車)
国：限度額
24,500円

1,732
千円

49,486
円

月額2,000～35,000円
単 身
赴 任
手 当

やむを得ない事情により配偶
者と遠方に別居する場合支給 同じ

0
千円

0
円

月23,000～68,000円
災 害
派 遣
手 当

災害応急等のため派遣された
場合支給 0

千円
0
円

派遣１日につき3,970～6,620円

�� ���������	
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職員個々の状況に応じて､ 次の手当が支給されます｡

�� �����������������	
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区 分 給 料 月 額 等

給

料

(参考) 県内町村の状況 (７月１日現在)
町 長 714,840円

最

高

798,000円

最

低

375,000円

平

均

676,000円
助 役 570,580円 641,000円 358,000円 550,000円
収 入 役 539,520円 612,000円 339,000円 522,000円
教 育 長 524,160円 595,000円 315,000円 505,000円

報

酬

議 長 287,000円 298,000円 215,000円 267,000円
副 議 長 233,000円 266,000円 179,000円 228,000円
議 員 225,000円 255,000円 171,000円 217,000円

期
末
手
当

町 長
(平成16年度支給割合)
(給料月額＋給料月額の20％) の3.3月分

助 役
収 入 役
教 育 長
議 長

(平成16年度支給割合)
(報酬月額＋報酬月額の20％) の3.3月分

副 議 長
議 員

退
職
手
当

算定方式 支給時期
町 長 777,000円 (減額前給料) ×勤続年数×5.5

任 期
(最大４年)
毎に支給

助 役 607,000円 (減額前給料) ×勤続年数×3.2
収 入 役 562,000円 (減額前給料) ×勤続年数×2.9
教 育 長 546,000円 (減額前給料) ×勤続年数×2.7
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種 類
(Ｈ17.４.１現在) 付与日数 (概要)

取得者
実人数
(人)

取得実績(延べ)
日数
(日)

時間数
(時間)

選挙等休暇 必要と認められる期間 ０ ０ ０
証人等休暇 必要と認められる期間 ０ ０ ０
骨髄移植休暇 必要と認められる期間 ０ ０ ０
ボランティア休暇 ５日 ０ ０ ０
結婚休暇 連続７日 ０ ０ ０

妊婦の業務軽減等休
暇

必要と認められる期
間 (適宜の休息又は
補食)

０ ０ ０

妊婦の通勤緩和休暇 必要と認められる期間 ０ ０ ０
妊産婦通院休暇 必要と認められる期間 ２ ６ ０

産前休暇 ８週間 (多胎妊娠は
14週間) ３ 95 ０

産後休暇 ８週間 １ 56 ０

育児休暇 １日２回､ 各30分以
内 ０ ０ ０

配偶者出産休暇 ３日 ０ ０ ０
子の看護休暇 ５日 ０ ０ ０
服忌休暇 １日～連続10日 12 33 ０
祭日休暇 １日 ０ ０ ０
夏季休暇 ３日 114 342 ０
現住居の滅失等休暇 必要と認められる期間 ０ ０ ０
出勤困難休暇 必要と認められる期間 ０ ０ ０
退勤途上の危険回避
休暇

必要と認められる期
間 ０ ０ ０

開始時刻 終了時刻 休憩時間 休息時間 勤務時間

８:15 17:00 12:15～13:00
12:00～12:15
16:45～17:00

８時間

(注) 勤務の性質上､ 特別の勤務時間の割振りをしている場合等は､ この限りで
はありません｡

) �*+,%&�'(�����	-����.��	-�	/0	��

総付与日数
(Ａ)

総取得日数
(Ｂ)

対象職員数
(Ｃ)

平均取得日数
(Ｂ／Ｃ)

消化率
(Ｂ／Ａ)

4,277日 1036.5日 110人 9.4日 24.2％
(注)１ 対象職員には､ 期間中の中途で採用された職員､ 退職した職員又は育児

休業をした職員は含みません｡
２ 半日については0.5日とし､ 時間数については８時間を１日に換算して
計上しています｡

1� %&�'(��
職員の休暇には､ 年次有給休暇､ 病気休暇､ 特別休暇及び介護

休暇があります｡ それらの取得状況は次のとおりです｡

2 34%&�'(�����	-����.��	-�	/0	��

取得者実人数
取 得 実 績 (延べ)

日 数 時 間 数
８人 198日 ０時間

(注) 取得実績については､ １日単位で取得したものは ｢日数｣ に､ １時間単
位で取得したものは ｢時間数｣ にそれぞれ計上しています｡

5 �6%7��'(�����	-�8�
新規取得者：女性１名 (承認期間：３ヶ月超え６ヶ月以下)

また､ 平成16年度中に新たに育児休業が取得可能となった職員数
(前年度に取得可能となった職員を除く｡) と､ そのうち実際に取得し
た職員数との対比は次のとおりです｡

(注)１ 付与日数については､ 概要を記載したものであり､ これ以外の条件が付
されている場合もあります｡
２ 取得実績については､ １日単位で取得したものは ｢日数｣ に､ １時間単
位で取得したものは ｢時間数｣ にそれぞれ計上しています｡

(注)１ 財政難のため､ 町長､ 助役､ 収入役､ 教育長の給料月額は平成15年度か
ら４～８％減額しています (表中の給料額は減額後の金額)｡ そのため､
給料月額のほか期末手当も減額されています｡
２ 収入役は､ 平成16年４月１日以降欠員しています｡

9 :;%&�'(��
介護休暇については､ 平成16年中の取得者がありませんでした｡

平成16年度中に新たに育児休業が取得可能となった職員 (人)
(育児休業対象者数) うち育児休業取得者数

男性職員 ５ ０ ( 0.0％)
女性職員 １ １ (100.0％)
計 ６ １ ( 16.7％)

(男性職員) 当該年度中に子が生まれた者
(女性職員) 当該年度中に育児休業を取得できる状態となった者 (産後休暇中の者を除く｡)
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分限処分とは､ 職員が一定の事由によりその職責を十分に果たすことが期
待できない場合に､ 地方公務員法第28条の規定に基づき､ 公務能率維持の観
点から職員の意に反して免職､ 休職､ 降任又は降給の不利益な身分上の措置
を講ずることをいいます｡
なお､平成16年度中に分限処分に付された者はありませんでした｡
また､ 地方公務員法第28条第4項 (地方公務員の欠格条項) の規定に基づ
き失職した者もありませんでした｡
�� 	
�����
懲戒処分とは､ 職員の義務違反に対する制裁として地方公務員法第29条の
規定に基づき､ 公務における規律・秩序維持の観点から免職､ 停職､ 減給又
は戒告の措置を講ずることをいいます｡
なお､平成16年度中に懲戒処分に付された者はありませんでした｡

� �������
�� ������������������
地方公務員法第35条の規定により､ 職員は勤務時間と注意力の全てを職責
遂行のために用いる義務を有していますが､ その義務が免除される場合 (職
専免) として､ 次の場合があります｡

(平成17年4月1日現在)

�� ������ !"��#$%&'(%&��
職員が営利企業等に従事する場合には､ 地方公務員法の規定に基づき任命
権者の許可を得る必要がありますが､ その場合の許可基準は､ 規則で次のと
おり定められています｡
①職務の遂行に支障がないこと
②その職員と職との間に特別な利害関係又は発生のおそれがないこと
③国又は他の普通公共団体の職員に併せつく場合にあっては勤務時間及び給
与を受ける時間が重複をしないこと｡
なお､ 平成16年度中に許可を申請した者はありませんでした｡

� ����������������
�� )*�+,��
職員の勤務能率の発揮及び増進のために行う研修として､平成16年度に実
施した研修 (職場研修､ 専門的職種を対象としたものを除く) は次のとおり
です｡

�� -�./�01�+,��
町においては､ 地方公務員法の規定に基づき､ 新たに採用された職員を採
用時から６月経過時点で正式な職員として採用しようとする場合に､ その者
についての勤務成績の評定を従来から行っています｡
今後は､ 全職員を対象とした､ 客観的基準に基づく新たな人事評価制度の
導入に向けた検討作業を行います｡

� ��������������
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R� S�TU���
平成16年度発生件数：１件 (捻挫)

V� �=W�XYZ[\���
地方公務員法第42条の目的 (職員の保健､ 元気回復等) を達成するため､
職員の厚生制度として百石町職員福利厚生協議会 (厚生会) を設置していま
す｡ 厚生会では､ 事業を行うことにより職員が一層職務に専念できる労働環
境づくりに努めています｡

・ 町の補助金 1,403千円 (平成16年度決算)
・ 職員１人当たりの額

会費：500円／月 町補助金：940円／月
・ 主な事業

研修助成事業､ 各種祝金・弔慰金給付事業､ スポーツ活動に関す
る助成事業 他

]� ^_`-�ab?�@�-�cdCDE�ef��g���
平成16年度においては､ 新たな措置要求はなく､ また､ 係属事案もありま
せんでした｡

h� i�j��CDE�iklm����
平成16年度においては､ 新たな不服申立てはなく､ また､ 係属事案もあり
ませんでした｡

 !�"�#$%&'()*+,
�� �=�n!opqYr�smtuCv��
平成15年７月に ｢次世代育成支援対策推進法｣ が制定されました｡この法
律では､ 一定規模以上の事業所と国及びすべての地方公共団体において､そ
こで働く人の子育て支援計画を策定することが義務付けられています｡
このことから､町も一事業主 (特定事業主) として､職員の子育て支援を行
うための｢百石町特定事業主行動計画｣を策定しました｡

�� wxyU:�zMCv��
｢障害者の雇用の促進等に関する法律｣ により､ 事業所としての地方公共

団体は民間企業より高い割合で身体障害者を雇用することが義務付けられて
います｡
町では財政難や､ 市町村合併が検討されてきた事情などを考慮して､ 新た
な職員の採用を抑制してきた結果､ この基準を満たすことができませんでし
た｡
来年３月に百石町と下田町との合併により誕生する一事業所としてのおい
らせ町が､ この基準を達成できるよう､ 継続して検討することにしています｡
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●病院からご自宅までの遺体搬送 ●納棺・出棺・火葬・葬儀進行 ●祭壇は希望により各種準備
●花輪・盛籠・生花・香典返し品・引出物・料理・仏具・墓石などの関連商品 ●その他葬儀に関する一切
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職専免が認められる場合
Ⅰ 法律に特別な定めがある場合
(例)地方公務員法に規定された､ 職員団体の構成員として勤務条件の交渉を適法に行う場合

Ⅱ 条例に特別な定めがある場合
１ 研修を受ける場合
２ 職員の厚生に関する計画の実施に参加する場合
３ １または２のほか､ 任命権者が定める場合 (以下の①～⑥)
① 特別職として職を兼ねその職に属する事務を行う場合
② 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員として
の職を兼ね､ その職に属する事務を行う場合

③ 町行政の運営上特に必要と認められる公共的団体の地位に属する事
務等に従事する場合

④ 国際的機関､ 国又は地方公共団体の主催する文化的諸行事又は各種
競技会等に参加する場合

⑤ 学校教育法に基づく大学又は高等学校の通信教育を受けている者で
あって､ 面接授業に参加する場合
⑥ その他特に必要と認められた場合

実施機関 研修の種類 対 象 者 修了者数

青森県自治研修所

新採用者前期研修 新たに採用された職員 ６

新採用者後期研修 新採用者前期研修採用者 ６

主事・技師級研修 採用後一定期間が経過した者 ３

主査研修 行政職４級以上に昇格した
職員 ３

課長補佐研修 新たに課長補佐又はこれに
相当する職に就いた者 ２

課長級研修 新たに課長又はこれに相当
する職に就いた者 １

市町村職員中央研修所 住民行政事務 住民行政の担当職員 １

ＡＳＯおいらせ塾 自己啓発研修 町長の指名を受けた職員 14

実施医療機関等 検査項目 受診者数

国民健康保険百石病院

聴力検査

97
貧血検査
肝機能検査
血中脂質検査
血糖検査

青森県市町村職員共済組合

身長測定､ 体重測定

78
胃部､ 胸部エックス線検査
血圧測定
尿検査
心電図検査

種類 実施医療機関等 受診者数

人間ドック (日帰り) 八戸市総合健診センター ８八戸西健診プラザ

人間ドック (入院) 八戸市立市民病院 ２青森労災病院
インフルエンザ予防接種 国民健康保険百石病院 51
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の
健
康
被
害
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ

り
、
特
に
中
皮
腫
に
つ
い
て
は
石
綿

と
の
因
果
関
係
が
強
く
指
摘
さ
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
発
症
ま
で
の
期
間

が
非
常
に
長
く
、
原
発
性
肺
が
ん
で

15
〜
40
年
、
中
皮
腫
で
20
〜
50
年
の

特
徴
が
あ
り
ま
す
。
次
の
事
に
該
当

す
る
場
合
、
労
災
補
償
を
受
け
ら
れ

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
の
で
、
労
働

基
準
監
督
署
に
ご
相
談
下
さ
い
。




�:
;
&
<
=
<
>
?
@
A
B
 

+
$
C
D

①
石
綿
製
品
の
製
造
工
程
に
お
け
る

作
業

②
耐
火
建
築
物
に
係
る
鉄
骨
等
へ
の

吹
付
け
作
業

③
断
熱
若
し
く
は
保
温
の
た
め
の
被

覆
又
は
そ
の
補
修
作
業

④
ス
レ
ー
ト
板
等
難
熱
性
建
築
材
料

の
切
断
等
の
加
工
作
業

(

耐
火
建

築
物
内
の
電
気
配
線
、
配
管
工
事

含
む)

⑤
建
築
物
の
補
修
又
は
解
体
工
事

⑥
鉄
鋼
製
の
船
舶
又
は
車
両
の
補
修

又
は
解
体
作
業

⑦
タ
ル
ク
、
バ
ー
ミ
キ
ュ
ラ
イ
ト
及

び
繊
維
状
ブ
ル
サ
イ
ト
等
の
取
扱

い
の
作
業

⑧
倉
庫
内
等
に
お
け
る
石
綿
原
料
・

製
品
の
袋
詰
又
は
運
搬
作
業

⑨
石
綿
鉱
山
又
は
そ
の
附
属
施
設
に

お
い
て
行
う
石
綿
を
含
有
す
る
鉱

石
又
は
岩
石
の
採
掘
又
は
粉
砕
そ

の
他
石
綿
の
精
製
に
関
連
す
る
作

業

�

�:
;
&
'
$
E
F
 
G
H

・
息
切
れ
が
ひ
ど
く
な
る

・
せ
き
や
た
ん
が
以
前
に
比
べ
て
増

え
る

・
た
ん
の
色
が
変
わ
る

・
顔
色
が
悪
い

・
爪
の
色
が
紫
に
見
え
る

・
顔
が
は
れ
ぼ
っ
た
い

・
手
足
が
む
く
む

・
体
重
が
急
に
増
え
る

・
は
げ
し
い
動
悸
が
す
る

・
微
熱
が
続
く

・
高
熱
が
出
る

・
か
ぜ
が
な
か
な
か
治
ら
な
い

・
寝
床
に
横
に
な
る
と
息
が
苦
し
い

・
食
欲
が
な
く
な
る

・
急
に
や
せ
る

・
や
た
ら
に
眠
い

な
ど

/

�6
I
J
K
L
M
 
N
O
P

中
皮
腫
や
原
発
性
肺
が
ん
等
を
発

症
し
、
そ
れ
が
業
務
に
よ
り
石
綿
に

さ
ら
さ
れ
た
こ
と
が
原
因
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
次
の
よ
う
な

補
償
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

①
疾
病
の
治
療
に
必
要
な
補
償

②
賃
金
を
受
け
ら
れ
な
い
場
合
の
補

償
③
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
遺
族
に
対

す
る
補
償

���������	
��� ― 8―
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�
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W
XY
Z
[
U

国
税
電
子
申
告
・
納
税
シ
ス
テ
ム

(

ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ)

を
使
え
ば
、
税
務
署

に
行
か
ず
に
、
自
宅
や
事
務
所
か
ら

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
申
告
・

納
税
等
の
手
続
き
が
で
き
ま
す
。

ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

(http://www.e-tax.nta.go.jp)
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十
和
田
労
働
基
準
監
督
署
総
合
労
働

相
談
コ
ー
ナ
ー

�
０
１
７
６
・
23
・
２
７
８
０

�
�
�
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平
成
18
年
１
月
14
日

(

土)

１
回
目
午
前
９
時
30
分
〜
11
時
30
分

２
回
目
午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分

�
�

八
戸
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ

�
�

��
�
�
�
�

見
学
者
通
路
か
ら
で
は
な
く
直
接

工
場
に
入
り
、
普
段
は
見
る
こ
と

の
で
き
な
い
施
設
や
機
械
を
見
学

し
ま
す
。

��
�
�
	
�

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
を
利
用
し
て
、
工

作
を
し
ま
す
。

�
�
�
�

１
教
室
に
つ
き
親
子
10
組
20
人

(

小
学
生
以
上)

�
�
�

無

料

熱
帯
魚(

ア
カ
ヒ
レ)

プ
レ
ゼ
ン
ト

(

水
草
・
ガ
ラ
ス
の
砂
付)

※
工
場
内
に
は
暖
房
が
入
り
ま
せ
ん

の
で
、
多
少
汚
れ
て
も
か
ま
わ
な

い
防
寒
服
と
手
袋
を
し
て
、
お
い

で
く
だ
さ
い
。

�
�
�
�
�
�

八
戸
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ

�
70
・
２
３
９
６

 
!
"
#
$
%
&

�
���

'
(
'
'

大
山
将
棋
記
念
館
で
は
11
月
19
日

(

土)

か
ら
１
月
９
日

(

月)

ま
で

特
別
企
画
と
し
て

｢

世
界
の
チ
ェ
ス

展｣

を
開
催
し
て
い
ま
す
。

高
級
感
た
っ
ぷ
り
の

｢

ガ
ラ
ス
セ
ッ

ト｣
、
ユ
ー
モ
ラ
ス
な

｢

ア
メ
リ
カ

ン
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル｣

、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー

あ
ふ
れ
る｢
不
思
議
の
国
の
ア
リ
ス｣

な
ど
、
様
々
に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
チ
ェ

ス
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
な
ど
多
数
展
示
し

て
い
ま
す
。

�
&
�
)

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

*
&
�

毎
週
月
曜
日

12
月
29
日
〜
１
月
３
日

+
&
�

一

般

２
０
０
円

大
学
高
校
生

１
０
０
円

小
中
学
生

50
円

※
毎
月
第
２
・
４
土
曜
日
は
百
石
町

民
無
料
開
放
日
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保
険
料
免
除

(

全
額
・
半
額)

、

若
年
者
納
付
猶
予
、
学
生
納
付
特
例

が
承
認
さ
れ
た
期
間

(

※
半
額
免
除

は
半
額
の
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が

必
要)

は
、
老
齢
基
礎
年
金
が
、
保

険
料
を
納
め
た
場
合
よ
り
も
少
な
く

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
ゆ
と
り
が
で
き
た
と
き

は
10
年
前
ま
で
遡
っ
て
納
め
る
こ
と

が
で
き
る

｢

追
納｣

を
お
す
す
め
し

ま
す
。

10
年
を
経
過
す
る
と
保
険
料
の
追

納
は
で
き
な
く
な
り
ま
す
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。
保
険
料
免
除
、
若
年

者
納
付
猶
予
、
学
生
納
付
特
例
が
承

認
さ
れ
て
か
ら
10
年
目
に
当
た
る
月

の
月
末
が
追
納
の
納
付
期
限
で
す
。

追
納
す
る
こ
と
に
よ
り
保
険
料
を

納
め
た
場
合
と
同
じ
年
金
額
の
老
齢

基
礎
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
た
だ
し
、
３
年
目
以
降
、
追
納

す
る
場
合
は
当
時
の
保
険
料
に
加
算

金
が
つ
き
ま
す
の
で
、
お
早
め
の
追

納
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

追
納
に
は
、
専
用
の
納
付
書
が
必

要
で
す
の
で
、
ご
希
望
の
方
は
八
戸

社
会
保
険
事
務
所

(

�
43
・
７
３
７

０)

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
免
除
を
受
け
た
期
間
の
老
齢
基
礎

年
金
額
は
、
追
納
し
な
い
場
合
、

全
額
免
除
期
間
に
つ
い
て
は
全
額

納
付
し
た
場
合
の
３
分
の
１
、
半

額
免
除
期
間
は
３
分
の
２
に
減
額

さ
れ
ま
す
。

半
額
免
除
の
承
認
を
受
け
た
期
間

は
、
半
額
分
の
保
険
料
を
納
め
る

こ
と
に
よ
り
は
じ
め
て

｢

半
額
免

除
期
間｣

と
な
り
ま
す
。
た
と
え

半
額
免
除
の
承
認
を
受
け
て
い
て

も
２
年
以
内
に
半
額
分
の
保
険
料

を
納
め
な
い
と
未
納
と
同
じ
扱
い

と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
納
め
忘

れ
の
な
い
よ
う
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
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0
1
2
3
�
4
5
6

広
報
11
月
号
６
頁

｢

わ
が
町
の
家
計

簿｣

の
目
的
別
歳
出
表
に
お
い
て
表
記

の
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。

正
し
く
は｢

消
防
費
１
億
６
０
８
３
万

４
千
円
３
・
７
％｣｢

農
林
水
産
費
１
億

７
５
０
０
万
４
千
円
４
・
１
％｣

で
す
。

訂
正
し
お
詫
び
い
た
し
ま
す
。
























